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あ
り
。
徒
然
草
に
、
栂
尾
の
上
人
遣
を
過
給
ひ
け
る
に
、
河
に
て
馬

あ
ら
ふ
を
の
と
あ
し
/
¥
と
い
ひ
け
れ
ば
‘
上
人
立
ど
ま
り
て
尋
ね

給
ひ
け
れ
ば
、
府
生
殿
の
御
馬
に
侠
と
答
へ
け
り
。
と
あ
る
も
、
馬

捕
の
舎
人
也
と
彼
の
註
書
に
い
へ
り
。
ま
た
或
は
世
人
馬
捕
を
ぽ
別

営
と
呼
べ
り
。
此
は
い
に
し
ヘ
御
牧
の
別
賞
と
て
、
牧
監
の
稀
鋭
よ

り
移
り
た
る
俗
名
也
。
牧
鹿
は
御
牧
の
官
人
に
て
、
延
審
馬
寮
式
に
、

信
浪
・
甲
斐
・
上
野
三
園
任
昌
牧
監
吋
武
磁
園
佳
品
別
賞
吋
と
見
b
、
政
事

要
時
巻
廿
三
に
載
せ
た
る
武
磁
園
司
へ
の
官
符
に
、
立
a
野
牧
-
-
x
h
A
O

却
蔭
孫
藤
原
道
行
宛
桑
別
賞
・
な

E
L
あ
り
て
‘
彼
の
粛
藤
別
常
賓

盛
も
越
前
閣
の
生
れ
た
り
し
か
芝
、
近
年
御
領
に
付
ら
れ
て
、
武
蔵

園
長
井
に
居
住
し
、
御
牧
の
別
賞
と
成
り
し
ゅ
ゑ
に
、
婿
藤
別
賞
と

世
花
稽
す
と
い
へ
り
。
さ
れ
ぽ
後
世
厩
係
り
の
御
者
を
ば
、
別
賞
と

呼
べ
る
も
の
は
、
共
の
過
賞
の
俗
説
な
り
と
い
へ
り
。

O
水

寧

町

元
総
九
年
の
地
子
町
肝
煎
裁
許
附
に
、
水
車
町
。
と
あ
り
。
同
年
火
災

記
に
は
、
越
野
水
車
町
と
記
載
し
、
今
も
或
は
滋
野
水
寧
町
と
も
呼

ぺ
り
。
い
に
し
へ
此
の
地
は
水
車
あ
り
し
故
に
町
名
と
す
と
い
へ

り。で
、
此
の
水
車
の
地
に
初
て
水
車
を
開
き
た
る
油
屋
に
て
、
松
任
よ

り
出
た
り
し
ゅ
ゑ
に
松
任
屋
と
稿
せ
し
に
や
。
扱
此
の
水
車
は
、
文

政
二
年
松
任
等
に
て
制
捜
鎗
の
事
と
成
り
た
る
故
、
金
揮
の
三
ヶ
所
共

に
止
み
た
り
と
云
ふ
。

。
前
田
監
物
下
部
跡

延
貨
の
令
視
仲
間
K
.
前
田
主
膳
下
屋
舗
前
口
四
十
間
.
奥
行
五
十
七

間
三
尺
三
寸
。
と
あ
り
。
諸
国
務
士
に
下
邸
を
賜
は
る
は
.
家
総
三
千
石

以
上
よ
り
賜
は
り
、
三
千
石
以
下
は
賜
は
ら
ざ
る
定
に
て
、
家
総
三

千
石
に
不
v
浦
し
て
下
邸
を
拝
領
せ
し
は
、
此
の
前
田
氏
帽
巴
た
り
と

い
へ
り
。
彼
の
家
士
洩
尾
ト
山
之
僻
承
書
花
、
如
v
左
記
殺
せ
り
。

御
下
屋
敷
之
儀
は
、
先
故
大
勝
様
、
微
妙
院
様
御
前
に
御
座
候
節
、

下
屋
敷
所
持
被
v
成
候
哉
と
御
等
被
v
遊
候
。
下
屋
敷
請
取
申
知
行
高

に
て
無
昌
御
一
座
-
候
故
、
所
持
不
v
仕
由
御
諦
被
一
昌
仰
上
-
候
へ
ば
、
家
来
等

指
置
候
に
も
宜
候
間
.
何
方
に
而
も
請
取
候
様
御
意
に
付
、
最
前
高

岸
寺
後
畿
に
御
下
屋
敷
御
搾
領
被
成
候
。
然
腐
微
妙
院
様
御
逝
去
に

て
、
小
松
よ
り
引
越
人
多
、
居
屋
敷
手
間
に
候
問
、
御
下
屋
敷
所
替

被
v
成
候
様
一
被
一
鮒
渡
一
大
衆
菟
村
領
之
内
に
て
替
一
地
御
鰭
取
被

v
成
候

事。
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滞
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叶
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O 

。
渓
野
水
寧
由
来

停
訟
に
云
ふ
。
中
納
言
利
常
卿
の
時
、
燈
泊
を
金
津
市
中
に
て
製
遺

命
ぜ
ら
れ
、
石
川
郡
松
佳
の
油
商
費
人
共
来
て
、
金
滞
市
中
を
見
立

て
水
車
を
設
け
‘
水
碓
を
建
て
た
り
。
共
ク
所
は
、
犀
川
に
て
は
竪

町
泊
車
、
治
よ
び
川
下
元
車
、
波
野
川
は
此
の
水
車
の
地
に

τ、
此

の
三
ク
所
に
初
て
水
車
を
設
け
‘
水
碓
の
器
械
を
以
て
種
油
を
製
造

す
。
故
に
右
三
ク
所
共
.
後
々
・
ま
で
地
名
に
呼
ペ
り
。
但
し
或
は
泊

車
と
呼
び
、
或
は
元
車
と
稀
し
、
或
は
水
車
と
呼
ぴ
な
せ
る
も
の
は
、

共
ゲ
所
を
呼
び
分
か
た
ん
た
め
也
と
い
へ
り
。
按
守
る
に
、
竪
町
泊

商
多
聞
源
兵
衛
体
番
に
、
先
祖
源
兵
衛
松
任
に
居

τ種
油
を
製
迭
す

る
慮
、
金
津
へ
出
、

E
保
年
中
油
車
の
地
に
初

τ水
車
を
取
建
。
と

《
棺
》

あ
れ
ば
、
滋
野
水
車
の
に
水
車
を
設
け
‘
種
油
を
製
治
危
し
た
る
も

同
時
代
怠
る
ぺ
し
。
金
樽
町
曾
所
留
紀
に
載
せ
た
る
貞
享
元
年
三
月

の
届
書
に
、
滋
野
水
車
桶
屋
仁
左
衛
門
と
見
ね
た
れ
ば
、
此
の
頃
既

に
地
名
に
呼
ぴ
た
り
し
と
聞
ゆ
。
叉
享
保
十
一
年
に
筆
記
せ
し
哨
随

筆
に
、
金
海
中
町
能
登
屋
加
兵
衛
と
云
ふ
者
の
棄
は
、
松
任
屋
長
右

衛
門
と
て
水
車
油
屋
の
娘
也
。
と
あ
り
。
有
松
任
屋
長
右
衛
門
は
、
竪

町
油
寧
を
聞
き
た
る
油
屋
源
兵
衛
と
共
民
、
そ
の
か
み
松
任
よ
り
出

御
下
屋
敷
歩
数
二
千
五
宵
歩
。

内
九
十
三
歩
、
御
上
屋
敷
御
門
前
進
を
除
き
四
十
問
飴
御
座
候
。

外
に
六
十
六
歩
、
御
下
屋
敷
之
内
百
姓
相
封
に
而
御
賭
地
有
v
之

事。

右
爾
御
屋
敷
御
請
取
被
v
成
候
年
続
は
、
留
帳
焼
失
仕
.
相
知
不
v
申
.

事。毎
々
被
E

書
出
-
候
文
面
左
之
還
り
。

浅

野

川

小

橋

爪

居

屋

敷

河

北

郡

大

衆

菟

村

下

屋

敷

右
私
雨
屋
敷
所
附
如
v
此
御
座
候
。
但
下
屋
敷
之
儀
は
、
従
微
妙
院

様
、
先
大
膳
拝
領
仕
、
今
以
所
持
仕
候
。
以
上
。

成

十

月

廿

九

目

前

岡

監

物

前

回

大

炊

様

。

溌

野

町

元
総
九
年
の
地
子
町
肝
煎
裁
許
附
に
、
浅
野
町
。
と
あ
り
。
今
滋
野
町
・

下
滋
野
町
と
す
。
此
の
地
建
は
む
か
し
は
潟
野
の
村
地
な
る
を
、
迫

々
町
地
に
属
せ
ら
れ
敷
町
を
建
て
た
り
。
故
に
此
の
地
越
の
惣
名
を

ぽ
浅
野
町
と
も
呼
ぺ
り
。




